
岩見沢市旧美流渡中学校交流館条例施行規則の概要  

 

第１  制定の趣旨  

  岩見沢市旧美流渡中学校交流館条例の設定（令和８年条例第２号）に伴い、

同条例施行規則の設定を行う。  

 

第２  制定の内容  

岩見沢市旧美流渡中学校交流館条例施行規則の制定  

(1) 使用許可の申請について  

 (2) 使用許可書等の交付について  

 (3) 使用許可の取消し及び変更について  

(4) 特別設備の設置等について  

 (5) 使用者の費用負担について  

 (6) 使用者等の遵守事項について  

 (7) 販売行為等の禁止事項について  

 (8) 各種申請等様式  

 

第３  施行期日  

令和８年４月１日  

 



１ 

岩見沢市規則第１７号  

 

岩見沢市旧美流渡中学校交流館条例施行規則をここに公布する。  

 

令和  ８  年  ３  月２５日  

 

岩見沢市長  松  野    哲    

 

岩見沢市旧美流渡中学校交流館条例施行規則  

 

（趣旨）  

第１条  この規則は、岩見沢市旧美流渡中学校交流館条例（令和８年条例第２

号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする

。  

（使用許可の申請）  

第２条  条例第６条第１項の規定により岩見沢市旧美流渡中学校交流館（以下

「交流館」という。）の使用許可を受けようとする者は、岩見沢市旧美流渡

中学校交流館使用許可申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならな

い。  

（使用許可書等の交付）  

第３条  市長は、前条の規定による申請があった場合において、交流館の使用

を許可することと決定したときは、岩見沢市旧美流渡中学校交流館使用許可

決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。  

２  市長は、前条の規定による申請があった場合において、交流館の使用を許

可しないことと決定したときは、岩見沢市旧美流渡中学校交流館使用不許可

決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。  

（使用許可の取消し及び変更）  

第４条  使用者は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要が

なくなったときは、岩見沢市旧美流渡中学校交流館使用許可取消申出書（様

式第４号）を市長に提出しなければならない。  



２ 

２  使用者は、使用許可に係る使用内容を変更しようとするときは、あらかじ

め市長の許可を受けなければならない。  

（特別設備の設置等）  

第５条  条例第１０条の規定により市長の許可を受けようとする者は、岩見沢

市旧美流渡中学校交流館特別設備設置等許可申請書（様式第５号）を市長に

提出しなければならない。  

２  市長は、前項の規定による申請があったときは、特別設備の設置等の可否

を決定し、岩見沢市旧美流渡中学校交流館特別設備設置等許可（不許可）決

定通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。  

（費用の負担）  

第６条  次に掲げる費用は使用者の負担とする。  

(1)  使用者の責めに帰すべき理由による交流館使用施設の修繕等に要する

費用  

(2)  交流館使用施設に係る電気及び水道の使用料  

(3) その他市長が前２号に準ずると認めるものの費用  

（使用者の遵守事項）  

第７条  使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。  

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。  

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。  

(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。  

（販売行為等の禁止）  

第８条  何人も、交流館内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金

品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。  

（補則）  

第９条  この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

 

附  則  

この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 



３ 

様式第１号（第２条関係）  

 

岩見沢市旧美流渡中学校交流館使用許可申請書  

 

  年   月   日  

岩見沢市長  様  

 

             申請者  氏名又は団体名  

                 住  所  

                 代表者（団体の場合）  

電話番号  

 

次のとおり使用したいので申請します。  

使 用 日 時  
年   月    日     時     分  から  

年   月    日     時     分  まで  

使 用 施 設 名  

□地域資料コーナー   □インフォメーションセンター   

□地域交流スペース    □技術室   □セミナー室    

□調理室   □音楽室    □美術室   □創作展示室１   

□創作展示室２    □創作展示室３   □創作展示室４   

□収蔵庫１   □収蔵庫２   □収蔵庫３   □収蔵庫４   

□収蔵庫５    □収蔵庫６   □収蔵庫７   □収蔵庫８     

□収蔵庫９   □体育館    □グラウンド  

使 用 目 的   

使 用 人 数   

使用設備及び備品等  

備 考   

 



４ 

様式第２号（第３条関係）  

 

岩見沢市旧美流渡中学校交流館使用許可決定通知書  

 

  年   月   日  

 

         様  

 

 

岩見沢市長           

 

次のとおり使用を許可します。  

使 用 日 時  
年    月    日     時     分  から  

年    月    日     時     分  まで  

使 用 施 設 名  

□地域資料コーナー   □インフォメーションセンター   

□地域交流スペース    □技術室   □セミナー室    

□調理室   □音楽室    □美術室   □創作展示室１   

□創作展示室２    □創作展示室３   □創作展示室４   

□収蔵庫１   □収蔵庫２   □収蔵庫３   □収蔵庫４   

□収蔵庫５    □収蔵庫６   □収蔵庫７   □収蔵庫８     

□収蔵庫９   □体育館    □グラウンド  

使 用 目 的   

使 用 人 数   

使用設備及び備品等  

使 用 条 件  

1 この許可書は、他人に譲渡又は転貸しないでください。 

2 この許可書は使用時に携帯してください。  

3 使用時間内に片付け・清掃をしてください。  

4 施設及び備品を損傷・滅失した場合は、直ちに係員に届

け出てください。  

備 考   

 



５ 

様式第３号（第３条関係）  

 

岩見沢市旧美流渡中学校交流館使用不許可決定通知書  

 

  年   月   日  

 

         様  

 

 

岩見沢市長           

 

次の理由により不許可と決定したので通知します。  

既 

申 

請 

内 

容 

使 用 日 時  
年    月    日     時     分  から  

年    月    日     時     分  まで  

使 用 施 設 名  

□地域資料コーナー   □インフォメーションセンター   

□地域交流スペース    □技術室   □セミナー室    

□調理室   □音楽室    □美術室   □創作展示室１   

□創作展示室２    □創作展示室３   □創作展示室４   

□収蔵庫１   □収蔵庫２   □収蔵庫３   □収蔵庫４   

□収蔵庫５    □収蔵庫６   □収蔵庫７   □収蔵庫８     

□収蔵庫９   □体育館    □グラウンド  

使 用 目 的   

使 用 人 数   

使用設備及び備品等   

不 許 可 決 定 理 由  

■岩見沢市旧美流渡中学校交流館条例第７条（ 1）～（ 4）

の次の各号に該当するため。  

□ (1）公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。  

□ (2）施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。  

□ (3）集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれの

ある団体の利益になると認められるとき。  

□ (4)その他管理上不適当であるとき。  

備 考   

（教示）  



６ 

様式第４号（第４条関係）  

 

岩見沢市旧美流渡中学校交流館使用許可取消申出書  

 

  年   月   日  

 

岩見沢市長   様  

 

申請者  氏名又は団体名  

                     住  所  

                     代表者（団体の場合）  

電話番号  

 

次の理由により許可取消しの申出書を提出します。  

既 

許 

可 

決 
定 

内 

容 

使 用 日 時  
年    月    日     時     分  から  

年    月    日     時     分  まで  

使 用 施 設 名  

□地域資料コーナー   □インフォメーションセンター   

□地域交流スペース    □技術室   □セミナー室    

□調理室   □音楽室    □美術室   □創作展示室１   

□創作展示室２    □創作展示室３   □創作展示室４   

□収蔵庫１   □収蔵庫２   □収蔵庫３   □収蔵庫４   

□収蔵庫５    □収蔵庫６   □収蔵庫７   □収蔵庫８     

□収蔵庫９   □体育館    □グラウンド  

使 用 目 的   

使 用 人 数   

使用設備及び備品等   

許 可 決 定 取 消  

申 出 理 由  

 

備 考   



７ 

様式第５号（第５条関係）  

 

岩見沢市旧美流渡中学校交流館特別設備設置等許可申請書  

 

  年   月   日  

 

岩見沢市長   様  

 

申請者  氏名又は団体名  

                         住  所  

                     代表者（団体の場合）  

電話番号  

次のとおり特別設備の設置等の許可を申請します。  

設 備 ・ 特 殊 物 件  

設 置 ・ 搬 入 日 時  

年    月    日     時     分  から  

年    月    日     時     分  まで  

設 置 施 設 名  

（ 設 置 場 所 ）  

□地域資料コーナー   □インフォメーションセンター   

□地域交流スペース    □技術室   □セミナー室    

□調理室   □音楽室    □美術室   □創作展示室１   

□創作展示室２    □創作展示室３   □創作展示室４   

□収蔵庫１   □収蔵庫２   □収蔵庫３   □収蔵庫４   

□収蔵庫５    □収蔵庫６   □収蔵庫７   □収蔵庫８     

□収蔵庫９   □体育館    □グラウンド  

設 置 ・ 搬 入  

目 的  
 

設置設備・搬入物件   

備 考   



８ 

様式第６号（第５条関係）  

 

岩見沢市旧美流渡中学校交流館特別設備設置等許可（不許可）決定通知書  

 

  年   月   日  

 

         様  

 

 

岩見沢市長           

 

次の理由により許可（不許可）と決定したので通知します。  

設 備 ・ 特 殊 物 件  

設 置 ・ 搬 入 日 時  

年    月    日     時     分  から  

年    月    日     時     分  まで  

設 置 施 設 名  

（ 設 置 場 所 ）  

□地域資料コーナー   □インフォメーションセンター   

□地域交流スペース    □技術室   □セミナー室    

□調理室   □音楽室    □美術室   □創作展示室１   

□創作展示室２    □創作展示室３   □創作展示室４   

□収蔵庫１   □収蔵庫２   □収蔵庫３   □収蔵庫４   

□収蔵庫５    □収蔵庫６   □収蔵庫７   □収蔵庫８     

□収蔵庫９   □体育館    □グラウンド  

設 置 ・ 搬 入  

目 的  
 

設置設備・搬入物件   

不 許 可 の 理 由   

備 考   

（教示）  

 


